
磐田市浄化槽設置事業費補助金（裏面）

磐田市浄化槽設置事業費補助金                     

浄化槽設置の補助制度 

生活排水による海や河川などの水質汚濁を防止し、公共用水域の水質

保全を図るため、公共下水道等の予定がない区域で浄化槽を新設する方

や、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽に設置替えをす

る方を対象に、予算の範囲内で設置費用の一部を補助します。 

 補助の対象となる 

 浄化槽 

し尿と雑排水をあわせて処理する浄化槽で、BOD(生物化学的酸素要求量)の除去

率が90％以上、放流水のBODが20mg/ 以下に処理する機能があり、「合併浄

化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合する浄化槽。 

 補助の対象となる 

 地域 

・公共下水道の事業認可区域以外の区域 

・農業集落排水事業の実施区域以外の区域 

 補助対象 

1.10人槽以下の浄化槽であること 

2.浄化槽設置の届出の審査または、建築確認を受けていること 

3.住宅等を借りている場合、賃貸人の承諾が得られていること 

4.販売目的で住宅に浄化槽を設置するものでないこと 

5.補助金交付申請者自らが居住するための建物であること 

6.設置補助対象年度内に設置工事が完了すること 

7.専用住宅または、床面積2分の1以上を居住の用に供する併用住宅を新築、改

築される方、または、これらの住宅に既に設置されているみなし浄化槽やくみ

取り便槽を合併処理浄化槽に設置替えする方 

８.国の交付金要綱に適合するものであること 

９. 家屋を新築又は増築する場合、汚水処理未普及解消につながるものであること

（災害に伴う場合は除く。） 

10. 既設浄化槽の更新又は改築をするものでないこと（災害に伴う場合は除く。） 

補助金の額（上限） 

補助対象経費 補助限度額 備考 

設置費 

５人槽 ３３２，０００円  

７人槽 ４１４，０００円  

10人槽 ５４８，０００円  

宅内配管工事費 ３００，０００円  

撤去費 

単独処理浄化槽

からの転換 
１２０，０００円 

雨水貯留槽等への再利用の場合、 

９０，０００円

くみ取り便槽 

からの転換 
９０，０００円 

申請の方法 裏面の「申請から補助金交付までの流れ」を参考にしてください。 
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申請から補助金交付までの流れ 

      １．浄化槽設置工事を依頼する工事施工業者に申し出て、浄化槽設置事業費補助金の補助
の対象となるか確認してもらいます。 

      ２．浄化槽設置工事施工業者を経由して、次の書類を上下水道総務課へ提出してください。 
        ①補助金交付申請書（様式第１号） 
        ②収支予算書（様式第２号） 
        ③建築確認通知書等の写し（確認済証、第１～５面）又は浄化槽設置届出書の写し（保

健所受付印押印済） 
        ④し尿浄化槽の概要書の写し 
        ⑤浄化槽設置場所の案内図 
        ⑥建物の配置図及び屋内外の配管図（浄化槽の配置及び放流先が分かるもの） 
        ⑦工事費見積書の写し 
        ⑧浄化槽設置工事施工業者の瑕疵

か し

の修補に関する覚書の写し（様式第３号） 
        ⑨住宅等を借りている場合は、借主及び貸主の承諾書 
        ⑩保証登録証の写し（任意） 
        ⑪登録証の写し 
        ⑫登録浄化槽管理票（Ｃ票） 
        ⑬工場生産浄化槽認定シート又は型式適合認定書、仕様書及び図面 
        ⑭浄化槽設備士証(免状)の写し又は施工技術特別講習会修了証書の写し 
        ⑮市外に住居を有する申請者は、住民票の写し（コピー不可） 

⑯従前の汚水処理方法がくみ取り便槽の方はくみ取り料金の請求書 
⑰従前の汚水処理方法がみなし浄化槽の方は浄化槽の清掃記録 

⑱単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の現況写真（撤去費補助を受ける場合）

３．市から「補助金の交付額決定通知書（様式第４号）」が通知されます。 

      ４．工事完成後、浄化槽設置工事施工業者を経由して、次の書類を上下水道総務課へ提出
してください。 

        ①完了報告書（様式第８号） 
        ②収支決算書（様式第２号） 
        ③工事費請求書の写し又は、領収書の写し 
        ④浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し 
        ⑤振込金（兼手数料）受領書兼浄化槽法第７条・11条検査依頼書の写し 
        ⑥浄化槽維持管理誓約書（様式第９号） 
        ⑦設置工事の確認検査表（様式第10号） 
        ⑧設置工事の工程写真 
        ⑨既設撤去前・撤去中・撤去後の写真と単独処理浄化槽の場合は廃止届 

⑩屋内外の配管図（事前申請の内容に変更がない場合は提出不要）

        ※なお、工事費が当初の見積額と変わり、交付額を変更する場合は、「変更 
         承認申請書（様式第６号）」を事前に提出してください。 
      ５．市が工事の完成検査を行います。 

      ６．事業が完了したことを確認した後、市から「補助金の交付額確定通知書（様式第 11
号）」が通知されます。 

      ７．完了報告書（様式第８号）において、指定された金融機関の口座に補助金が振り込ま
れます。 
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